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（ １ ） 背景及び計画の必要性 

 ○ 地域間の医師偏在の解消等を通じ て地域における 医療提供体制を確保し ていく ため、 令和 2

（ 2020） 年 3 月に「 愛知県医師確保計画」 を策定し ま し たが、 3 年ごと に見直し （ 初回のみ 4 年

間）、 令和 18（ 2036） 年度ま でに医師偏在是正を達成する こ と を長期的な目標と し ていま す。  

 

（ ２ ） 計画の推進 

 ○ 計画期間は令和 6（ 2024） 年度から 令和 8（ 2026） 年度ま での 3 年間と し ま す。  

 ○ 「 愛知県地域医療対策協議会」 において、 大学や医師会、 地域の中核病院等の関係者と 協議を行

い、 関係者と 連携を図り ながら 医師確保対策を推進し ていき ま す。  

 

 

 

（ １ ） 本県の将来人口と 医療需要の見通し  

○ 本県の総人口は、 令和 3（ 2021） 年を「 １ 」 と し た場合、 令和 8（ 2026） 年には 0. 98、 令和 18

（ 2036） 年には 0. 95 に減少。 64 歳以下の人口は、 令和 18（ 2036） 年に向けて減少する が、 65 歳以

上人口は、 令和 18（ 2036） 年に向けて増加。  

○ 本県の医療需要は、 令和 3（ 2021） 年を 100％と し た場合、 令和 8（ 2026） 年には 107. 4％、 令和

18（ 2036） 年には 111. 7％ま で増加。 65 歳以上人口における 医療需要は、 令和 18（ 2036） 年に向け

て増加。  

 

（ ２ ） ２ 次医療圏の将来人口と 医療需要の見通し  

○ ２ 次医療圏ごと の人口は、 令和 3（ 2021） 年から 令和 8（ 2026） 年に向けて名古屋・ 尾張中部、

西三河北部及び西三河南部東医療圏で増加。 西三河南部東医療圏は、 令和 18（ 2036） 年に向けても

増加。  

○ ２ 次医療圏ごと の医療需要は、 東三河北部医療圏を除いて令和 18（ 2036） 年に向けて増加。 0～

14 歳人口における 医療需要は、 全ての２ 次医療圏で令和 18（ 2036） 年に向けて減少。 65 歳以上人

口における 医療需要は、 東三河北部医療圏を除いて令和 18（ 2036） 年に向けて増加。  

 

 

 

（ １ ） 医師の状況 

○ 前回計画において目標医師数を設定し た圏域は、 いずれも 令和 5（ 2023） 年 4 月 1 日現在で目標

を達成し ていま す。  

 ○ 人口 10 万対の医療施設従事医師数は 224. 4 人で、 全国値（ 256. 6 人） を下回っており 、 こ の状況

は従来から 続いていま す。  
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 ○ 「 本県を主たる 従業地と し ている 医師の届出数」、「 医療施設従事医師数」 は増加傾向が続いてい

ま す。 男女別でみる と 、 女性医師の方が増加率が高く なっていま す。  

 ○ 医療施設従事医師数を年齢階級別にみる と 、「 30～39 歳」 が 3, 845 人（ 22. 7%） と 最も 多く 、

次いで「 40～49 歳」 3, 680 人（ 21. 7%）、「 50～59 歳」 3, 348 人（ 19. 8%） と なっていま す。  

 

（ ２ ） 医師の養成 

○ 本県では、 平成 21（ 2009） 年度から 地域枠の定員を設け、 令和 5（ 2023） 年度ま でに 348 名が入

学し ていま す。 令和 5（ 2023） 年度の地域枠定員は 4 大学で 32 名と なっています。  

○ 地域枠医師の地域派遣が令和 2（ 2020） 年度から 始ま り 、 令和 17（ 2035） 年度には 161 名の地域

枠医師が派遣先医療機関で従事する 予定です。  

 

 

○ 都道府県は国が算定し た新たな医師偏在指標を参考に、 医師少数区域・ 医師多数区域等を設定し

ま す。  

【 医師偏在指標の算定式】  

 

    医師偏在指標 ＝ 

 

 

 

※1 医師の性・ 年齢階級別の平均労働時間で重み付けを 行なっ たも の。  

※2 地域ご と の医療需要について、 人口構成の違いを 踏ま え、 受療率を 用いて性・ 年齢階級別に調整等を 行っ た

も の。  

【 本県の新たな医師偏在指標】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  医師偏在指標 

標準化医師数（ ※1）  

×地域の標準化受療率比（ ※2）  
地域の人口 

10 万 

全国 255.6 239 .8

愛知県 240.2 28位 224 .9 27位

名古屋・ 尾張中部 305.4 医師多数 37位 284 .0 医師多数 40位

海部 207.7 131位 177 .6 167位

尾張東部 333.2 医師多数 24位 332 .2 医師多数 21位

尾張西部 214.9 120位 184 .9 146位

尾張北部 185.2 203位 169 .8 194位

知多半島 196.5 174位 186 .3 143位

西三河北部 192.3 186位相当 176 .7 174位

西三河南部東 188.8 195位 151 .4 医師少数 259位

西三河南部西 194.7 181位 188 .0 136位

東三河北部 165.2 医師少数 251位 148 .3 医師少数 266位

東三河南部 184.2 206位 169 .5 197位

※西三河北部医療圏の医師偏在指標について は、 県で「 令和2年医師・ 歯科医師・ 薬剤師統計」 の医師数を 修
正の上、 再計算を 行いま し た 。

新たな医師偏在指標
（ 参考）

前回計画策定時の医師偏在指標

圏域名 （ 確定値） 区分

順位

（ 47都道府県）

（ 330医療圏）

医師偏在

指標
区分

順位

（ 47都道府県）

（ 335医療圏）

※



3 

 

 

 

 ○ 国が示し た基準では、 全国 330 ある ２ 次医療圏の医師偏在指標の値を一律に比較し 、 上位 33. 3%

を医師多数区域、 下位 33. 3%を医師少数区域と する こ と と さ れていま す。  

○ 本県は医師少数でも 多数でも ない都道府県と さ れていま す。  

○ 医師多数区域については、 名古屋・ 尾張中部医療圏と 尾張東部医療圏を設定し ま す。  

 ○ 医師少数区域については、 東三河北部医療圏を設定し ま す。  

 ○ 医師少数スポッ ト については、 山村振興法、 過疎地域の持続的発展の支援に関する 特別措置法及

び離島振興法の適用地域のう ち、 下記 3 ス ポッ ト を設定し ま す。  

・ 豊田市の旧藤岡町、 旧小原村、 旧足助町、 旧旭町、 旧稲武町、 旧下山村（ 西三河北部医療圏）  

・ 南知多町篠島、 日間賀島（ 知多半島医療圏）、 西尾市佐久島（ 西三河南部西医療圏）  

・ 岡崎市旧額田町（ 西三河南部東医療圏）  

 

＜愛知県における医師少数区域・医師多数区域・医師少数スポット＞ 

 

 

 

 

 

５  医師少数区域、 医師多数区域、 医師少数ス ポッ ト の設定 

：医師多数区域 

：医師少数区域 

：医師少数スポット 
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（ １ ） 本県における 医師の確保の方針 

○ 本県には医師多数区域が 2 区域ある ため、 ま ずは県内において必要な医師を確保する こ と と し 、

積極的な医師多数都道府県から の医師の確保は行わないこ と と し ま す。  

○ 大学病院、 医師会、 関係医療機関等と 協力し て県内に多く の医師に定着し ても ら える よ う 、 医師

のキャ リ ア形成支援や勤務環境改善に積極的に取り 組みま す。  

 

（ ２ ） ２ 次医療圏における 医師の確保の方針 

○ 医師少数区域（ 東三河北部医療圏） 及び医師少数でも 多数でも ない区域（ 海部、 尾張西部、 尾張

北部、 知多半島、 西三河北部、 西三河南部東、 西三河南部西、 東三河南部医療圏） は、 愛知県地域

医療対策協議会における 協議結果に基づき 、 地域枠医師の派遣及び医師多数区域から の医師の確保

を行う こ と と し ます。  

○ 医師多数区域（ 名古屋・ 尾張中部、 尾張東部医療圏） は、 医師少数区域並びに医師少数でも 多数

でも ない区域から の医師の確保は行わず、 医師多数区域以外への医師派遣を重点的に行い、 必要な

医師数を確保する こ と と し ま す。  

 

（ ３ ） 医師少数ス ポッ ト における 基本的な医師の確保の方針 

 ○ 必要な医療を提供でき る 体制を確保でき る よ う 、 地域枠医師の派遣及び医師多数区域の２ 次医療

圏から 医師派遣を行う こ と と し ま す。  

 

 

 

（ １ ） 考え方 

○ 国が示す目標医師数設定の考え方は次のと おり です。  

   【 都道府県における 目標医師数】  

   ・  医師少数都道府県以外は、 目標医師数を既に達成し ている も のと し て取り 扱う 。  

   【 ２ 次医療圏における 目標医師数】  

   ・  医師少数区域の目標医師数は、 計画期間終了時（ 令和 8（ 2026） 年度） の医師偏在指標の値

が、 計画期間開始時の全２ 次医療圏の医師偏在指標について下位 33. 3％に相当する 医師偏在指

標に達する ために必要な医師の総数。 ただし 、 計画期間開始時に既に下位 33. 3％に相当する 医

師偏在指標に達する ために必要な医師数を達成し ている 場合は、 医師の地域偏在の解消を図る

観点から 、 原則と し て、 目標医師数は計画開始時の医師数を設定上限数と する 。  

   ・  医師少数区域以外の２ 次医療圏における 目標医師数は、 原則と し て、 計画開始時の医師数を

設定上限数と する 。 ただし 、 今後の医療需要の増加が見込ま れる 地域では、  国が参考と し て

提示する 「 計画終了時に計画開始時の医師偏在指標を維持する ための医師数」 を踏ま え、 その

数を設定上限数と する 。  

 

（ ２ ） 県全体と し ての目標医師数 

 ○ 本県は「 医師少数でも 多数でも ない都道府県」 である こ と から 、 目標医師数を既に達成し ている

も のと し て、 目標医師数は設定し ないこ と と し ま す。  

 

 

６  医師の確保の方針 

７  目標医師数（ 参考値）  
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（ ３ ） ２ 次医療圏における 目標医師数 

 ○ 医師少数区域である 東三河北部医療圏については、 国から 示さ れた算定式に基づき 目標医師数を

算出し た数は 66 人で、 現在の医師数（ 69 人） を下回る こ と になり ま すので、 現在時点の医師数で

ある 69 人が設定上限数と なり ま す。  

  ○ ま た、 東三河北部医療圏以外の区域については、 計画開始時の医師数が目標医師数の設定上限数

と なる こ と から 、 本県の２ 次医療圏の目標医師数は、 全て計画開始時の医師数が設定上限数と なり

ま す。  

  〇 よ って、 本県においては、 ２ 次医療圏の目標医師数と し ては、 計画開始時の医師数（ 本県独自の

調査を踏ま えた直近の医師数） を参考値と し て記載する こ と と し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域名 区分
目標医師数
( 参考値）

（ 参考）
前回計画

目標医師数

愛知県 18, 444 -

名古屋・ 尾張中部 医師多数 7, 744 -

海部 615 496

尾張東部 医師多数 2, 053 -

尾張西部 1, 165 952

尾張北部 1, 446 1, 357

知多半島 1, 074 924

西三河北部 885 816

西三河南部東 795 553

西三河南部西 1, 263 1, 169

東三河北部 医師少数 69 68

東三河南部 1, 335 1, 317

＜2 次医療圏の目標医師数の設定イ メ ージ＞ 

小 大 

下位 33. 3％に相当する 医師偏在指標に
達する ために必要な医師数が目標医師
数と なる 。  

原則と し て、 計画開始時の医師数が
目標医師数の設定上限数と なる 。  

医師偏在指標 

医師少数区域 

全国 330 医療圏 

医師多数区域 

（ 下位 33.3％）  

医師少数区域の基準値 
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（ １ ） 基本的な考え方 

○ 本計画の策定にあたり 、 県内の全病院を対象と し て実施し た「 病院勤務医の状況調査」 の結果で

は、 県全体で医師が不足し ている こ と が明ら かと なっていま す。 ま た、 本県の医療需要は令和 18

（ 2036） 年には令和 3（ 2021） 年の 111. 7％ま で増加する こ と を踏ま え、 短期的に効果が得ら れる

施策と 、 医師確保の効果が得ら れる ま でに時間のかかる 中・ 長期的な施策を適切に組み合わせる こ

と によ り 、 医師確保施策に取り 組みま す。  

 

（ ２ ） 今後の主な施策 

ア 短期的な施策 

  ○ 地域枠医師の派遣によ る 偏在対策 

   ・  地域医療対策協議会において、 地域枠医師の派遣調整を行い、 医師が不足する 医療機関へ派

遣する こ と によ り 、 必要な医師の確保並びに医師の地域偏在の解消に努めま す。  

○ 地域枠医師以外の医師の派遣によ る 偏在対策 

   ・  地域枠以外の医師についても 、 医師多数区域等の医療機関が医師不足地域の医療機関へ医師

を派遣でき る よ う 支援を行っていき ま す。  

○ 臨床研修医募集定員の配分によ る 医師偏在対策 

   ・  県が臨床研修病院ごと に定める 募集定員の配分方法について、 臨床研修病院の医師多数区域

以外の区域への医師派遣を促すルールを取り 入れる こ と によ り 、 医師不足地域への医師派遣を

促進し ま す。  

 

イ  中・ 長期的な施策 

○ 地域枠医師の養成によ る 医師偏在対策 

・  キャ リ ア形成卒前支援プラ ンに基づき 、 学生の期間を通じ て、 地域医療や将来の職業選択に

対する 意識の涵養を図り ま す。  

○ 病院勤務医の過重労働を解消する ための勤務環境の整備等 

・  本県が設置し ている 愛知県医療勤務環境改善支援センタ ーにおいて、 タ ス ク ・ シフト ／シェ

アの推進など専門家によ る 相談支援を通し て、 医師の勤務環境改善に努めま す。  

○ 医師不足地域や診療科の医師の養成・ 確保等 

・  県内大学に寄附講座を設置し 、 総合診療能力を有し 地域医療に従事する 医師や、 精神医療等

を担う 医師の養成を促進し ま す。  

・  医師無料職業紹介事業（ ド ク タ ーバンク ） を実施し 、 地域において必要と さ れる 医師の確保

に努めま す。  

○ 子育て世代医師の働き やすい職場環境の整備 

・  女性医師のキャ リ ア継続を支援する ために、 女性医師のキャ リ ア教育を推進する こ と 、 職場

を離れた子育て世代医師の復職に対する 支援、 短時間勤務制度等を取り 入れる 医療機関への助

成など、 医師が育児をし ながら 働く こ と ができ る 体制を整備し ま す。  

 

 

 

 

 

８  医師確保を推進する ための施策 
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 ○ 産科・ 小児科については、 政策医療の観点、 医師の長時間労働と なる 傾向、 診療科と 診療行為の

対応も 明ら かにし やすいこ と から 、 国が産科・ 小児科における 医師偏在指標を示し 、 地域偏在対策

に関する 検討を行う こ と と さ れていま す。  

○ 産科・ 小児科における 医師確保計画は、 診療科別（ 産科・ 小児科） の医師偏在指標の算出、 相対

的医師少数区域等の設定、 産科・ 小児科医師の確保の方針等を踏ま えた施策を定める こ と によ り 、

産科・ 小児科における 医師偏在対策を推進する も のです。  

 

 

（ １ ） 本県における 周産期医療対策・ 小児医療対策 

 ○ 本県の周産期死亡率、 新生児死亡率及び乳児死亡率は減少傾向にあり ま す。  

 

（ ２ ） 本県における 産科・ 小児科医師の状況 

○ 産科医師（ 産婦人科・ 産科のいずれかに従事する 医師） 及び小児科医師と も に増加傾向で、 年齢

階級別では「 30～39 歳」 が最も 多く 、「 40～49 歳」、「 50～59 歳」 の順と なっていま す。  

 

 

 

【 分娩取扱医師偏在指標】  

 

 

    分娩取扱医師偏在指標 ＝ 

 

※3  医師の性・ 年齢階級別の平均労働時間で重み付けを 行なっ たも の。  

※4  医療施設調査の分娩件数を 人口動態調査の年間出生数を 用いて調整を 行っ たも の（ 年間調整後分娩件数）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別の診療科における 医師確保計画 

１  策定の趣旨 

２  本県の産科・ 小児科医師の状況等 

３  医師偏在指標 

標準化分娩取扱医師数（ ※3）  

分娩件数（ ※4） ÷1, 000 件 

圏域名 （ 確定値） 区分

順位

（ 47都道府県）

（ 263医療圏）

区分 順位

全国 10.5 12 .8

愛知県 10.3 21位 11 .9 27位

名古屋・ 尾張中部 12.8 49位 16 .6 42位

海部 7.0 相対的医師少数 202位 9.8 17 0位

尾張東部 17.8 17位 15 .7 50位

尾張西部 9.3 12 5位 8.9 相対的医師少数 197位

尾張北部 7.3 相対的医師少数 191位 7.2 相対的医師少数 239位

知多半島 11.3 82位 10 .2 1 54位

西三河北部 8.2 1 61位相当 9.4 18 0位

西三河南部東 8.9 13 8位 9.9 16 7位

西三河南部西 6.7 相対的医師少数 215位 7.1 相対的医師少数 241位

東三河北部 - - - - - -

東三河南部 8.6 14 8位 10 .6 14 5位

※西三河北部医療圏については、再計算結果。

（ 参考）

前回計画策定時の産科医師偏在指標
新たな分娩取扱医師偏在指標

※
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【 小児科における 医師偏在指標の算定式】  

 

    小児科医師偏在指標 ＝ 

 

 

※5 医師の性・ 年齢階級別の平均労働時間で重み付けを 行なっ たも の。  

※6 地域ごと の医療需要について、 人口構成の違いを 踏ま え、 受療率を 用いて性・ 年齢階級別に調整等を 行っ

たも の。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 都道府県（ ３ 次医療圏）・ ２ 次医療圏ごと の医師偏在指標の値を全国で比較し 、 医師偏在指標が

下位一定（ 33. 3％） に該当する 医療圏を、 相対的な多寡を表す分類である こ と を理解し やすく する

ため「 相対的医師少数都道府県」・「 相対的医師少数区域」 と 呼称し 設定する こ と と さ れていま す。  

 

（ １ ） 産科における 相対的医師少数都道府県・ 相対的医師少数区域 

 ○ 本県の分娩取扱医師偏在指標（ 10. 3） は全国 21 位で、 相対的医師少数都道府県以外の県と なっ

ていま す。  

 ○ 県内２ 次医療圏においては、 海部、 尾張北部、 西三河南部西医療圏を相対的医師少数区域と し て

設定し ま す。  

 

（ ２ ） 小児科における 相対的医師少数都道府県・ 相対的医師少数区域 

 ○ 本県の小児科医師偏在指標（ 94. 7） は全国 45 位で、 相対的医師少数都道府県と なっていま す。  

 ○ 県内２ 次医療圏においては、 海部、 尾張北部、 西三河北部、 西三河南部東、 西三河南部西、 東三

河北部、 東三河南部医療圏を相対的医師少数区域と し て設定し ま す。  

 

 

×地域の標準化受療率比（ ※6）  地域の年少人口 

10 万 

４  相対的医師少数都道府県・ 相対的医師少数区域の設定 

標準化小児科医師数（ ※5）  

圏域名 （ 確定値） 区分

順位

（ 47都道府県）

（ 303医療圏）

区分 順位

全国 115.1 106 .2

愛知県 94 .7 相対的医師少数 45位 89 .2 相対的医師少数 41位

名古屋・ 尾張中部 115 .0 119位 109.9 98位

海部 58 .3 相対的医師少数 290位 68 .3 相対的医師少数 264位

尾張東部 115 .1 118位 104.3 123位

尾張西部 94.1 192位 82 .5 相対的医師少数 220位

尾張北部 79.2 相対的医師少数 259位 71 .0 相対的医師少数 258位

知多半島 104 .8 160位 97 .9 155位

西三河北部 74.7 相対的医師少数 269位相当 73 .8 相対的医師少数 247位

西三河南部東 72.6 相対的医師少数 272位 56 .8 相対的医師少数 292位

西三河南部西 64.8 相対的医師少数 282位 65 .9 相対的医師少数 272位

東三河北部 49.6 相対的医師少数 298位 64 .7 相対的医師少数 275位

東三河南部 84.0 相対的医師少数 234位 78 .9 相対的医師少数 231位

※西三河北部医療圏については、再計算結果。

新たな小児科医師偏在指標
（ 参考）

前回計画策定時の小児科医師偏在指標

※
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○ 計画期間終了時の産科・ 小児科における 医師偏在指標が、 計画期間開始時の相対的医師少数区域

等の基準値（ 下位 33. 3％） に達する こ と と なる 医師数を偏在対策基準医師数と し て設定し ま す。  

（ １ ） 産科における 偏在対策基準医師数 

 

          ＝            ×                   ÷ 1, 000 

 

 

○ 本県の産科偏在対策基準医師数は 484. 3 人で、 令和 2( 2020） 年 12 月 31 日現在の分娩取扱医師

595. 4 人よ り 少なく なっていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 小児科における 偏在対策基準医師数 

 

          ＝           ×         ×        ÷10 万 

 

 

○ 本県の小児科偏在対策基準医師数は 1, 015. 2 人で、 令和 2( 2020） 年 12 月 31 日現在の小児科医師

964. 8 人よ り 多く なっていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  偏在対策基準医師数 

下位 33.3 パーセン
タイル指標値 

分娩件数将来推計
の値 

産科偏在対策
基準医師数 

下位 33.3 パーセン
タイル指標値 

年少人口将来推
計の値 

小児科偏在対
策基準医師数 

標準化受療率
比の値 

(計画開始時点) (2026 年時点) 

(計画開始時点) (2026 年時点) (2026 年時点) 

全国 - - 13 ,900 ,576 15 ,318 ,076 1 .000

愛知県 1,015 .2 964 .8 923 ,568 997 ,126 1 .010

名古屋・ 尾張中部 286 .5 393 .2 286 ,22 9 308 ,780 1 .08 4

海部 27.7 21 .2 36 ,063 41 ,365 0 .832

尾張東部 71.0 96 .6 62 ,272 68 ,894 1 .235

尾張西部 51.7 58 .4 61 ,891 67 ,435 0 .906

尾張北部 79.2 77 .2 86 ,498 97 ,618 0 .992

知多半島 76.8 92 81 ,311 87 ,753 1 .023

西三河北部 54.5 43 .6 63 ,594 65 ,218 0 .929

西三河南部東 54.2 45 60 ,132 61 ,733 0 .977

西三河南部西 85.6 63 .4 95 ,751 100 ,792 0 .969

東三河北部 2.8 2 4 ,813 5 ,426 0 .627

東三河南部 72.3 72 .2 85 ,015 92 ,110 0 .921

※西三河北部医療圏については、再計算結果。

推定年少人口

（ 2026年）

（ 人）

（ 参考）

年少人口

（ 2021 .1 .1時点）

（ 人）

標準化受療率比

（ 2026年）
圏域名

小児科

偏在対策基準医師数

（ 2026年）

（ 参考）

小児科医師数※

（ 2020年三師統計）

（ 人）

全国 - - 757 ,3 97 888 ,464

愛知県 4 84.3 595 .4 50 ,7 83 57 ,162

名古屋・ 尾張中部 126 .1 242 .6 16 ,4 89 18 ,8 31

海部 11.6 13 .4 1 ,5 18 1 ,778

尾張東部 25.5 66 .4 3 ,3 40 3 ,787

尾張西部 27.6 38 .8 3 ,6 14 4 ,145

尾張北部 41.7 46 .4 5 ,4 57 6 ,350

知多半島 20.9 35 .4 2 ,7 39 3 ,060

西三河北部 29.4 32 .6 3 ,8 43 3 ,995

西三河南部東 20.7 26 .0 2 ,7 05 2 ,944

西三河南部西 49.8 47 .8 6 ,5 18 7 ,020

東三河北部 0.0 0 .0 0 0

東三河南部 35.1 46 .0 4 ,5 97 5 ,253

※西三河北部医療圏については、再計算結果。

産科

偏在対策基準医師数

(202 6年)

(人)

分娩件数将来推計

(20 26年

年間分娩件数)

（ 件）

圏域名

（ 参考）

2017年年間調整後

分娩件数

（ 件）

（ 参考）

分娩取扱医師数※

（ 2 020年三師統計）

（ 人）
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（ １ ） 産科における 医師確保の方針 

 ア 本県における 産科医師の確保方針 

○ 産科医師数は若い年代を中心に増加傾向である こ と 、 将来推計において全ての２ 次医療圏で分

娩件数が減少する 見込みである こ と 、 本県の周産期死亡率、 新生児死亡率は減少傾向である こ と

から 、 本県の周産期医療提供体制の確保が図ら れている と 考えら れる こ と 等から 、 現在の医師の

配置を含む周産期医療提供体制を維持する こ と を基本的な方針と し ま す。  

   

 イ  ２ 次医療圏における 産科医師の確保方針 

  （ ア） 産科における 相対的医師少数区域等の２ 次医療圏 

○ 原則、 現在の医療提供体制を維持する ために必要な産科医師を確保する こ と を基本的な方針と

し 、 必要に応じ て地域医療対策協議会で協議の上、 地域枠医師を含めた産科医師の派遣調整を行

う こ と と し ま す。  

○ 東三河北部医療圏については分娩医療機関が無いため、 産科医師の派遣は行いま せんが、 他医

療圏と の連携体制など、 医療提供体制に応じ て対応を検討する こ と と し ます。  

 

（ イ ） 産科における 相対的医師少数区域以外の医療圏 

○ 原則、 現在の医療提供体制を維持する ために必要な産科医師を確保する 方針と し 、 必要に応じ

て地域医療対策協議会で協議の上、 地域枠医師の派遣調整を行う こ と と し ま す。  

 

（ ２ ） 小児科における 医師確保の方針 

  ア 本県における 小児科医師の確保方針 

○ 本県は相対的医師少数県である こ と 、 「 病院勤務医の状況調査」 の結果、 県全体で小児科の必

要医師数が充足し ていない状況である こ と から 、 小児科医師の確保に努める こ と を基本的な方針

と し ま す。  

  イ  ２ 次医療圏における 小児科医師の確保方針 

  （ ア） 小児科における 相対的医師少数区域の２ 次医療圏 

○ 「 病院勤務医の状況調査」 の結果、 大半の医療圏で小児科の必要医師数が充足し ていない状況

である こ と から 、 小児科医師の確保に努める こ と を基本的な方針と し 、 必要に応じ て地域医療対

策協議会で協議の上、 地域枠医師の派遣調整を行う こ と と し ま す。  

○ 地域枠医師以外の医師についても 、 愛知県地域医療対策協議会において協議の上、 相対的

医師少数区域以外の２ 次医療圏から 確保する こ と と し ま す。  

 

（ イ ） 小児科における 相対的医師少数区域以外の２ 次医療圏 

○ 原則、 現在の医療提供体制を維持する ために必要な小児科医師を 確保する 方針と し 、 必要

に応じ て地域医療対策協議会で協議の上、 地域枠医師の派遣調整を行う こ と と し ま す。  

 

 

 

 

 

 

６  医師確保の方針 
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（ １ ） 基本的な考え方 

○ 本計画の策定にあたり 、 県内の全病院を対象と し て実施し た「 病院勤務医の状況調査」 の結果

では、 産婦人科医師、 小児科医師が県全体で不足し ている こ と が明ら かと なっていま す。 調査結

果を 踏ま え、 短期的に効果が得ら れる 施策と 、 医師確保の効果が得ら れる ま でに時間のかかる

中・ 長期的な施策を適切に組み合わせる こ と によ り 、 医師確保施策に取り 組みま す。  

 

（ ２ ） 今後の主な施策 

ア 産科医師確保のための施策 

 （ ア） 短期的な施策 

 ○ 地域枠医師の派遣によ る 偏在対策 

○ 臨床研修医募集定員の配分における 医師偏在対策 

臨床研修病院の相対的医師少数区域への産科医師派遣を促すルールを取り 入れる こ と によ り 、

産科医師が不足する 地域への医師派遣を促進し ま す。  

 （ イ ） 中・ 長期的な施策 

○ 地域枠医師の養成によ る 医師偏在対策 

地域枠で入学し た医学生に対し て貸与し ている 修学資金において、 産婦人科を希望する 5 年

生・ 6 年生を対象と し た加算制度を継続し 、 産科医師の養成・ 確保に努めま す。  

○ 臨床研修医募集定員の配分における 医師偏在対策 

    産科プロ グラ ム内容の充実を図る こ と によ り 、 産科医師の養成・ 確保に努めま す。  

○ 産科医師の勤務環境を改善する ための対策 

本県が設置し ている 愛知県医療勤務環境改善支援センタ ーにおいて、 産科医師の勤務環境改

善を支援し ま す。  

 

 イ  小児科医師確保のための施策 

 （ ア） 短期的な施策 

 ○ 地域枠医師の派遣によ る 偏在対策 

○ 地域枠医師以外の医師の派遣によ る 偏在対策 

○ 臨床研修医募集定員の配分における 医師偏在対策 

臨床研修病院の相対的医師少数区域への小児科医師派遣を促すルールを取り 入れる こ と によ り 、

小児科医師が不足する 地域への医師派遣を促進し ま す。  

 （ イ ） 中・ 長期的な施策 

○ 地域枠医師の養成によ る 医師偏在対策 

    地域枠で入学し た医学生に対し て貸与し ている 修学資金において、 小児科を希望する 5 年生・ 6

年生を対象と し た加算制度を継続し 、 小児科医師の養成・ 確保に努めま す。  

○ 臨床研修医募集定員の配分における 医師偏在対策 

      小児科プロ グラ ム内容の充実を図る こ と によ り 、 小児科医師の養成・ 確保に努めま す。  

○ 小児科医師の勤務環境を改善する ための対策 

本県が設置し ている 愛知県医療勤務環境改善支援センタ ーにおいて、 小児科医師の勤務環境改

善を支援し ま す。  

７  産科・ 小児科の医師確保を推進する ための施策 


